
1 

 

 

一般財団法人青森県職員厚生会定款 

 

平成２５年４月１日施行 

第１章 総  則 

（名称） 

第１条 この法人は、一般財団法人青森県職員厚生会と称する。 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を青森県青森市に置く。 

 

第２章 目的及び事業 

 （目的） 

第３条 この法人は、会員である青森県職員等の福利の増進を図ること等により、もって

青森県行政の能率的な運営に資するとともに、青森県民の福祉の向上及び地域社会の振

興に寄与することを目的とする。 

 （事業） 

第４条 この法人は、この法人の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 （１） 会員である青森県職員等を対象とする共済事業、貸付事業及びその他の福利厚

生事業 

 （２） 青森県が行う事務事業の受託 

 （３） 地域社会の振興に関する事業 

 （４） その他前条の目的を達成するために必要な事業 

２ 前項各号の事業は、青森県内において行うものとする。 

 

第３章 資産及び会計 

（基本財産） 

第５条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本

財産とする。 

２ 基本財産は、評議員会で別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために

善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとす

るとき及び基本財産から除外しようとするときは、理事会において、決議について特別

の利害関係を有する理事を除く理事の４分の３以上の同意を得、かつ、評議員会の承認

を受けなければならない。 

（事業年度） 

第６条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第７条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日ま

でに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。

これを変更する場合も、同様とする。 



2 

 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く

ものとする。 

（事業報告及び決算） 

第８条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類

を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 

 （１） 事業報告 

 （２） 事業報告の附属明細書 

 （３） 貸借対照表 

 （４） 損益計算書 

 （５） 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書 

 （６） 財産目録 

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第１号、第３号、第４号及び第６号の書類について

は、定時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類

については、承認を受けなければならない。 

３ 第１項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に５年間備え置くとともに、定款を主

たる事務所に備え置くものとする。 

（剰余金の分配の禁止） 

第９条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 

 

第４章 評議員 

（評議員の定数） 

第１０条 この法人に、第２１条第１項第１号の理事の人数以上１０名以内の評議員を置

く。 

（評議員の選任及び解任） 

第１１条 評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。 

２ 評議員選定委員会は、評議員１名、監事１名、事務局員１名、次項の定めに基づいて

選任された外部委員２名の合計５名で構成する。 

３ 評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任

する。 

 （１）この法人又は関連団体（主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。 

以下同じ。）の業務を執行する者又は使用人 

 （２）過去に前号に規定する者となったことがある者 

 （３）第１号又は第２号に該当する者の配偶者、３親等内の親族、使用人（過去に使用

人となった者も含む。） 

４ 評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦す

ることができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 

５ 評議員の過半数は、第３６条の会員から選出された者でなければならない。 

６ 評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者

を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 
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 （１）当該候補者の経歴 

 （２）当該候補者を候補者とした理由 

 （３）当該候補者とこの法人及び役員等（理事、監事及び評議員）との関係 

 （４）当該候補者の兼職状況 

７ 評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただ

し、外部委員の１名以上が出席し、かつ、外部委員の１名以上が賛成することを要する。 

８ 評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補

欠の評議員を選任することができる。 

９ 前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。 

 （１）当該候補者が補欠の評議員である旨 

 （２）当該候補者を１人又は２人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任すると 

きは、その旨及び当該特定の評議員の氏名 

 （３）同一の評議員（２以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該２以 

上の評議員）につき２人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員 

相互間の優先順位 

１０ 第８項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議がされた日の属する年度の末

日まで、その効力を有する。 

１１ 評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 

（評議員の任期） 

第１２条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評

議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第１０条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により

退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有

する。 

（評議員の報酬等） 

第１３条 評議員は、無報酬とする。 

 

第５章 評議員会 

（構成） 

第１４条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。 

２ 理事長及び常務理事は、やむを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席しなけ

ればならない。 

３ 監事は、評議員会に出席し、意見を述べるものとする。 

（権限） 

第１５条 評議員会は、次の事項について決議する。 

 （１）理事及び監事の選任又は解任 

 （２）理事及び監事の報酬等の額 
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 （３）評議員の報酬等の支給の基準 

 （４）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の承認 

 （５）定款の変更 

 （６）残余財産の処分 

 （７）基本財産の処分又は除外の承認 

 （８）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

（開催） 

第１６条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後３か月以内に１回開催する

ほか、必要がある場合に開催する。 

（招集） 

第１７条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事

長が招集する。 

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議

員会の招集を請求することができる。 

（決議） 

第１８条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員

の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員

を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

 （１）監事の解任 

 （２）定款の変更 

 （３）基本財産の処分又は除外の承認 

 （４）その他法令で定められた事項 

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第１項の決議を

行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第２１条に定める定数を上回

る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するま

での者を選任することとする。 

（議事録） 

第１９条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 評議員会議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人２名の計３名は、

前項の議事録に署名又は記名押印する。 

 （評議員会運営規則） 

第２０条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、

評議員会において定める評議員会運営規則による。 

 

第６章 役員及び事務局 

（役員の設置） 

第２１条 この法人に、次の役員を置く。 

 （１）理事 ６名以上１０名以内 



5 

 

 （２）監事 ２名 

２ 理事のうち１名を理事長、２名を副理事長、１名を常務理事とする。 

３ 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律

第４８号）上の代表理事とし、常務理事をもって同法第９１条第１項第２号の業務執行

理事とする。 

（役員の選任） 

第２２条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

２ 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

３ 監事は、税理士又は公認会計士の中から選任する。 

（理事の職務及び権限） 

第２３条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執

行する。 

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を

執行する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐する。 

４ 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行す

る。 

５ 理事長及び常務理事は、毎事業年度に４か月を超える間隔で２回以上、自己の職務の

執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第２４条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を

作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び

財産の状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第２５条 理事の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度に関する定時評議員会の終

結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評

議員会の終結の時までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第２１条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての

権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第２６条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任

することができる。 

 （１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

 （２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

（役員の報酬等） 
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第２７条 役員は無報酬とする。ただし、監事については、評議員会において定める役員

及び評議員の報酬等に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給する。 

（事務局及び職員） 

第２８条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。 

２ 職員の任免は、理事長が行う。 

３ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

第７章 理事会 

（構成） 

第２９条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

（権限） 

第３０条 理事会は、次の職務を行う。 

 （１）この法人の業務執行の決定 

 （２）理事の職務の執行の監督 

 （３）理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職 

 （４）その他法令で定められた事項 

（招集） 

第３１条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が理事会

を招集する。 

（理事会の議長） 

第３２条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長又は常務理事が議長を

代行する。 

（決議） 

第３３条 理事会の決議は、この定款に別に定めるもののほか、決議について特別の利害

関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９７条に

おいて準用する同法第９６条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみ

なす。 

（議事録） 

第３４条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

２ 議事録には、出席した理事長及び監事並びに出席した理事のうちから当該理事会にお

いて選出された議事録署名人２名以上が、これに署名し、又は記名押印しなければなら

ない。 

 （理事会運営規則） 

第３５条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理

事会において定める理事会運営規則による。 
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第８章 会  員 

（会員） 

第３６条 次のいずれかに該当する青森県職員等は、この法人の会員となることができる。

ただし、常時勤務を要しない者（第１０号に規定する者を除く。）及び１年未満の期間を

定めて雇用される者は除くものとする。 

 （１） 知事及びその補助機関たる職員 

 （２） 監査委員の事務局の職員 

 （３） 県議会の事務局の職員 

 （４） 選挙管理委員会の事務局の職員 

 （５） 労働委員会の事務局の職員 

 （６） 海区漁業調整委員会の事務局の職員 

 （７） 人事委員会の事務局の職員 

 （８） 地方職員共済組合青森県支部の組合員 

 （９） 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律（平成１２年法律第５

０号）第２条第１項の規定により公益法人等へ派遣された職員、同法第１０条第

１項の規定により退職後引き続き公益法人の役職員となる職員、地方公務員等共

済組合法（昭和３７年法律第１５２号）第１４０条第１項の規定による公庫等職

員 

 （10） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４の規定及び同条の規

定に基づく職員の再任用に関する条例（平成１２年青森県条例第１６６号）の規

定（以下「条例の規定」という。）並びにこれらに相当する規程等の規定により採

用された者、同法２８条の５の規定及び条例の規定並びにこれらに相当する規程

等の規定により採用された者 

 （11） 前各号に定めるもののほか、県職員の福利厚生を目的とする事業を営む団体の

職員及び県の設立に係る公共的機関の職員で理事会において入会を認めた職員 

２ 前項に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定め

る。 

 

第９章 定款の変更及び解散 

（定款の変更） 

第３７条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 

２ 前項の規定は、この定款の第３条、第４条及び第１１条についても適用する。 

（解散） 

第３８条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能そ

の他法令で定められた事由によって解散する。 

（残余財産の処分） 

第３９条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、

青森県又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４

９号）第５条第１７号に掲げる法人に贈与するものとする。 
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第１０章 公告の方法 

（公告の方法） 

第４０条 この法人の公告は、電子公告により行う。 

２ 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、

青森県において発行する東奥日報に掲載する方法による。 

 

第１１章 雑  則 

 （委任） 

第４１条 法令及びこの定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事

長が理事会の決議を経て別に定める。 

 

 附 則 

１ この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８

年法律第５０号）第１２１条第１項において読み替えて準用する同法第１０６条第１項

に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項におい

て読み替えて準用する同法第１０６条第１項に定める特例民法法人の解散の登記と一般

法人の設立の登記を行ったときは、第６条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日

を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。 

３ この法人の最初の理事長は工藤純一、常務理事は石坂直人とする。 

４ この法人の第１項の設立の登記の日に就任する理事は、次に掲げる者とする。 

 工藤純一、阿部善弘、今立郁子、石坂直人、奥田博英、加藤篤、沖沢進、類家正剛、

伊藤一雄 

５ この法人の第１項の設立の登記の日に就任する監事は、次に掲げる者とする。 

兼平義弘、柏秀人 

６ この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 

  中村賢、間山縫子、千葉象睦、甲屋文史、三上洋輝、西谷貴志、横山哲、澁谷俊樹、

宮古曉、福井一郎 

 

別表 基本財産（公益目的事業を行うために不可欠な特定財産以外のもの）（第５条関係） 

財産種別 場所・物量等 

定期預金（基本金） 青森銀行県庁支店 

10,000,000円 

 



　　 令和４年度末会員数は4,933人で、前年度末より59人の減少となっている。

年度末会員

4,992

4　事業概要

 1. 給付事業 8種類

 2. 助成事業 2種類

 3. 貸付事業 9種類

 4. 福利事業 5種類

5　決算概要

Ⅰ　資産の部

  1.流動資産 普通預金、定期預金等

  2.固定資産 基本財産、貸付残高等

Ⅱ　負債の部

  1.流動負債 未払金等

  2.固定負債 積立掛金

Ⅲ　正味財産の部

  1.指定正味財産

  2.一般正味財産

令和４年度事業報告及び決算概要

1　会員数

４年度 ３年度

入会者(A) 退会者(B)   (A) －(B) 年度末会員 入会者(A) 退会者(B)  (A) －(B)

227 286 △ 59 4,933 223 268 △ 45

2　所属数　　168所属

3　役員及び職員の数

区　　　分 人　　　員 内　　　　　　　　　訳

役員数 22人 理事長1、副理事長2、常務理事1、評議員10、理事6、監事2（外部監事）

職員数 8人 事務長1、書記7

４年度(A) ３年度(B) 　　増減　(A)-(B)

摘　　　　　要
件　　数 金　　額 件　　数 金　　額 件　　数 金　　　額

円 円 円

34,815,438 35 478,396

2,919 34,823,479 2,961 34,787,943 △ 42 35,536

76 5,071,179 80

3,535 35,293,834 3,500

146 116,981,000 120 88,062,000 26 28,919,000

摘　　　　　要

△ 27,822,540

164,610,481

295,233,002

656,849,915

円 円

　　増減　(A)-(B)

0

金　　額

△ 20,502,013

5,181,100 △ 4 △ 109,921

４年度(A) ３年度(B)

1,477,000

△ 26,565,831

1,256,709

6,063,818

△ 21,979,013

6,063,818

円

640,413,260

158,546,663

金　　額 金　　額

164,610,481

794,894,565

520,163,576498,184,563

815,396,578

158,546,663

296,710,002

630,284,084

17,693,364

612,590,720

16,436,655
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1　給付事業

1. 災害見舞金 程度により300,000円以内

2. 死亡弔慰金

会員 ＠ 500,000円

配偶者 ＠ 100,000円

　子 ＠  50,000円

3. 遺児育英資金 ＠ 300,000円

4. 結婚祝金 ＠  70,000円

5. 医療給付金

会員

家族

6. 入学祝金 ＠10,000円

対象：小・中学校

7. 入院見舞金 ＠10,000円 1月以上入院

8. 出産祝金 ＠30,000円

2　助成事業

1.　サークル活動助成

2.　カフェテリアプラン助成 10,000円以内

　　 助成事業の実績は、2種類　35,293,834円で前年度の 2種類 34,815,438円に対し 478,396円( 1.37％)  の増加となった。

４年度(A) ３年度(B) 増減　(A)-(B)

摘　　　　要
件　　数 金　　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

円         円 　　　　　円

8 451,770 10 474,942 △ 2 △ 23,172

3,527 34,842,064 3,490 34,340,496 37 501,568

3,535 35,293,834 3,500 34,815,438 35計

900,000

△ 1,190,000

3

△ 17

1

110

300,000

7,700,000

(1,667) (12,242,194) (1,705) (12,407,487) △ 38 △ 165,293

17,727,943

5 50,000 2 20,000

　　 給付事業の実績は、7種類　34,823,479円で前年度の 8種類 34,787,943円に対し 35,536円( 0.1％)  の増加となった。

４年度(A) ３年度(B) 増減　(A)-(B)

摘　　　　要

7

(2)

0 1

(4)

4

93

円         円 　　　　　円

0

(1)

(3)

1,750,000

(100,000)

(150,000)

650,000

1

(4) (2,000,000) (3) (1,500,000) 1 500,000

100,000

50,000

1

件　　数 金　　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

2,400,000

100,000 △ 1 △ 100,000

3

243 2,550,000 252 2,630,000 △ 9 △ 80,000

3 30,000

153 4,650,000 150 4,560,000 3 90,000

35,536

478,396

2,919 34,823,479 2,961 34,787,943 △ 42

2,411 △ 27 △ 264,46417,463,479 2,438

(744) (5,221,285) (733) (5,320,456) 11 △ 99,171

令和４年度事業報告附属明細書

10

(200,000)

(200,000)

1,200,000

6,510,000

計
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3　貸付事業

　　 貸付事業の実績は、6種類　116,981,000円で前年度の6種類 88,062,000円に対し 28,919,000円( 32.8％)  の増加となった。

1.  結婚準備金    500千円以内

2.  住宅資金  2,000千円以内

3.  特別生活資金

4.  生活資金  1,500千円以内

5.  家族結婚資金  1,000千円以内

6.  海外旅行貸付金    500千円以内

7.  教育資金  1,000千円以内

8.  学資資金

9.  通勤定期券
　　購入資金

　　　　計

4　福利事業

　　 福利事業の実績は、4種類　5,071,179円で前年度の 5種類 5,181,100円に対し 109,921円( 2.1％)  の減少となった。

 1. ねぶた祭参加

 2. 運動施設整備

　　（各地区）

 3. 運動施設管理

　　（雲谷）

 4. 生きがいづくり事業

 5. 女性成人病検診

４年度(A) ３年度(B) 増減(A)-(B)

摘　　　　要
件　　数 金　　額 件　　数 金　　額 件　　数 金　　額

3 5,700,000 0 0 3 5,700,000

円 　　　円 　　　　円

0 0 0 0 0 0

 100千円又は 200千円

97 96,000,000 79 71,780,000 18 24,220,000

20 3,900,000 15 2,800,000 5 1,100,000

8 6,700,000 11 9,600,000 △ 3 △ 2,900,000

0 0 0 0 0 0

0 0 1 300,000 △ 1 △ 300,000

10 3,000,000 7 2,100,000 3 900,000  　300千円以内

8 1,681,000 7 1,482,000

146 116,981,000 120 88,062,000 26 28,919,000

４年度(A) ３年度(B) 増減(A)-(B)

摘　　　　　　　要
件　数 金　　　　　額 件　数 金　　額 件数 金　　額

429,220 △ 4 △ 46,640

円 　　　　円 　　　　　円

4,000,000 4,000,000 0

308,406 593,911 △ 285,505

0

0

△ 109,921計 76 5,071,179 80 5,181,100

0 0 1 42,900 △ 1 △ 42,900

△ 4

380,193 115,069 265,124

72 382,580 76

1 199,000 通勤手当支給額以内

1

2 1

1

1

1 1
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 貸　借　対　照　表
 

 令和 5年 3月31日現在

一般財団法人　青森県職員厚生会

（単位：円）

法人全体

科　　　　目
Ⅰ  資産の部
　１．流動資産
　　　　　普通預金 437,678,514 459,657,870 △21,979,356
　　　　　定期預金 60,272,490 60,272,146 344
　　　　　前払費用 233,100 233,100 0
　　　　　未収収益 459 460 △1
　　　　流動資産合計 498,184,563 520,163,576 △21,979,013
　２．固定資産
　 (１) 基本財産
　　　　　定期預金青森銀行県庁支店（基本財産） 10,000,000 10,000,000 0
　　　　基本財産合計 10,000,000 10,000,000 0
　 (２) その他固定資産
　　　　　結婚準備金 110,000 465,000 △355,000
　　　　　住宅資金 7,944,000 3,868,000 4,076,000
　　　　　特別生活資金 4,150,000 3,600,000 550,000
　　　　　生活資金 231,964,000 229,580,000 2,384,000
　　　　　家族結婚資金 452,000 926,000 △474,000
　　　　　海外旅行貸付金 250,000 395,000 △145,000
　　　　　教育資金 33,944,000 37,377,000 △3,433,000
　　　　　学資資金 7,896,000 8,308,000 △412,000
　　　　　通勤定期券購入資金 0 714,000 △714,000
　　　　　器具及び備品 198,720 198,720 0
　　　　　器具及び備品減価償却累計額 △198,718 △198,718 0
　　　　その他固定資産合計 286,710,002 285,233,002 1,477,000
　　　　固定資産合計 296,710,002 295,233,002 1,477,000
　　　　資産合計 794,894,565 815,396,578 △20,502,013
Ⅱ  負債の部
　１．流動負債
　　　　　未払費用 391,985 793,213 △401,228
　　　　　未払金 17,301,379 15,643,442 1,657,937
　　　　流動負債合計 17,693,364 16,436,655 1,256,709
　２．固定負債
　　　　　積立掛金 612,590,720 640,413,260 △27,822,540
　　　　固定負債合計 612,590,720 640,413,260 △27,822,540
　　　　負債合計 630,284,084 656,849,915 △26,565,831
Ⅲ  正味財産の部
　１．指定正味財産
　　　　指定正味財産合計 0 0 0
　２．一般正味財産 164,610,481 158,546,663 6,063,818
　　　　　 （うち基本財産への充当額） ( 10,000,000 ) ( 10,000,000 ) ( 0 )
　　　　　 （うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　　　　正味財産合計 164,610,481 158,546,663 6,063,818
　　　　負債及び正味財産合計 794,894,565 815,396,578 △20,502,013

当年度 前年度 増　減

- 4 -



一般財団法人　青森県職員厚生会  貸借対照表内訳表
 

令和 5年 3月31日 現在 （単位：円）

科　　　　目

Ⅰ  資産の部
　１．流動資産
　　　普通預金 0 437,425,524 252,990 437,678,514
　　　定期預金 0 60,272,490 0 60,272,490
　　　前払費用 0 0 233,100 233,100
　　　未収収益 0 459 0 459
　　　会計間勘定（借） 0 0 0 0
　　　　流動資産合計 0 497,698,473 486,090 498,184,563
　２．固定資産
　(１) 基本財産
　　　基本財産引当資産 0 0 0 0
　　　定期預金青森銀行県庁支店（基本財産） 0 10,000,000 0 10,000,000
　　　　基本財産合計 0 10,000,000 0 10,000,000
　(２) その他固定資産
　　　結婚準備金 0 110,000 0 110,000
　　　住宅資金 0 7,944,000 0 7,944,000
　　　特別生活資金 0 4,150,000 0 4,150,000
　　　生活資金 0 231,964,000 0 231,964,000
　　　家族結婚資金 0 452,000 0 452,000
　　　海外旅行貸付金 0 250,000 0 250,000
　　　教育資金 0 33,944,000 0 33,944,000
　　　学資資金 0 7,896,000 0 7,896,000
　　　通勤定期券購入資金 0 0 0 0
　　　器具及び備品 0 198,720 0 198,720
　　　器具及び備品減価償却累計額 0 △198,718 0 △198,718
　　　会計間勘定（借） 0 0 0 0
　　　　その他固定資産合計 0 286,710,002 0 286,710,002
　　　　固定資産合計 0 296,710,002 0 296,710,002
　　　　資産合計 0 794,408,475 486,090 794,894,565
Ⅱ  負債の部
　１．流動負債
　　　未払費用 0 141,625 250,360 391,985
　　　未払金 0 17,298,749 2,630 17,301,379
　　　会計間勘定（貸） 0 0 0 0
　　　　流動負債合計 0 17,440,374 252,990 17,693,364
　２．固定負債
　　　積立掛金 0 612,590,720 0 612,590,720
　　　　固定負債合計 0 612,590,720 0 612,590,720
　　　　負債合計 0 630,031,094 252,990 630,284,084
Ⅲ  正味財産の部
　１．指定正味財産
　　　　指定正味財産合計 0 0 0 0
　　　　（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　　　　（うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　２．一般正味財産 0 164,377,381 233,100 164,610,481
　　　　（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 10,000,000 ) ( 0 ) ( 10,000,000 )
　　　　（うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　　　　正味財産合計 0 164,377,381 233,100 164,610,481
　　　　負債及び正味財産合計 0 794,408,475 486,090 794,894,565

実施事業等会計 合    計法人会計その他会計
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法人全体

 正 味 財 産 増 減 計 算 書
 

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで

一般財団法人　青森県職員厚生会

（単位：円）
科　　　　目

Ⅰ  一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　(１) 経常収益
　　　　基本財産運用益 [  2,913 ] [  3,037 ] [ △ 124 ]
　　　　　基本財産受取利息  2,913  3,037 △ 124
　　　　受取会費 [  80,969,540 ] [  81,942,780 ] [ △ 973,240 ]
　　　　　掛捨て掛金  80,969,540  81,942,780 △ 973,240
　　　　貸付事業収益 [  3,533,293 ] [  3,707,898 ] [ △ 174,605 ]
　　　　　受取手数料  3,533,293  3,707,898 △ 174,605
　　　　経常収益計  84,505,746  85,653,715 △ 1,147,969
　(２) 経常費用
　　　　事業費 [  76,795,586 ] [  78,529,308 ] [ △ 1,733,722 ]
　　　　　給付事業  34,823,479  34,787,943  35,536
　　　　　助成事業  35,293,834  34,815,438  478,396
　　　　　福利事業  5,071,179  5,181,100 △ 109,921
　　　　　保険料  1,176,736  3,313,445 △ 2,136,709
　　　　　委託費  430,358  431,382 △ 1,024
　　　　管理費 [  1,646,342 ] [  1,667,655 ] [ △ 21,313 ]
　　　　　報酬  500,000  550,000 △ 50,000
　　　　　事務費  186,456  155,147  31,309
　　　　　賃借料  383,786  418,808 △ 35,022
　　　　　保険料  197,100  197,100  0
　　　　　公租公課  87,000  57,300  29,700
　　　　　支払負担金  72,000  69,300  2,700
　　　　　委託費  220,000  220,000  0
　　　　経常費用計  78,441,928  80,196,963 △ 1,755,035
　　　　 当期経常増減額  6,063,818  5,456,752  607,066
　２．経常外増減の部
　(１) 経常外収益
　　　　経常外収益計  0  0  0
　(２) 経常外費用
　　　　経常外費用計  0  0  0
　　　　 当期経常外増減額  0  0  0
　　　　 当期一般正味財産増減額  6,063,818  5,456,752  607,066
　　　　 一般正味財産期首残高  158,546,663  153,089,911  5,456,752
　　　　 一般正味財産期末残高  164,610,481  158,546,663  6,063,818
Ⅱ  指定正味財産増減の部
　　　　 当期指定正味財産増減額  0  0  0
　　　　 指定正味財産期首残高  0  0  0
　　　　 指定正味財産期末残高  0  0  0
Ⅲ  正味財産期末残高  164,610,481  158,546,663  6,063,818

当　年　度 増　　　減前　年　度
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一般財団法人　青森県職員厚生会 正 味 財 産 増 減 計 算 書 内 訳 表
 

令和 4年 4月 1日 から 令和 5年 3月31日 まで （単位：円）

Ⅰ  一般正味財産増減の部
　１．経常増減の部
　(１) 経常収益
　　　　基本財産運用益 [ 0 ] [ 2,913 ] [ 0 ] [ 2,913 ]
　　　　　基本財産受取利息 0 2,913 0 2,913
　　　　受取会費 [ 0 ] [ 80,969,540 ] [ 0 ] [ 80,969,540 ]
　　　　　掛捨て掛金 0 80,969,540 0 80,969,540
　　　　貸付事業収益 [ 0 ] [ 3,533,293 ] [ 0 ] [ 3,533,293 ]
　　　　　受取手数料 0 3,533,293 0 3,533,293
　　　　経常収益計 0 84,505,746 0 84,505,746
　(２) 経常費用
　　　　事業費 [ 4,000,000 ] [ 72,795,586 ] [ 0 ] [ 76,795,586 ]
　　　　　給付事業 0 34,823,479 0 34,823,479
　　　　　助成事業 0 35,293,834 0 35,293,834
　　　　　福利事業 4,000,000 1,071,179 0 5,071,179
　　　　　保険料 0 1,176,736 0 1,176,736
　　　　　委託費 0 430,358 0 430,358
　　　　管理費 [ 0 ] [ 0 ] [ 1,646,342 ] [ 1,646,342 ]
　　　　　報酬 0 0 500,000 500,000
　　　　　事務費 0 0 186,456 186,456
　　　　　賃借料 0 0 383,786 383,786
　　　　　保険料 0 0 197,100 197,100
　　　　　公租公課 0 0 87,000 87,000
　　　　　支払負担金 0 0 72,000 72,000
　　　　　委託費 0 0 220,000 220,000
　　　　経常費用計 4,000,000 72,795,586 1,646,342 78,441,928
　　　　 当期経常増減額 △4,000,000 11,710,160 △1,646,342 6,063,818
　２．経常外増減の部
　(１) 経常外収益
　　　　経常外収益計 0 0 0 0
　(２) 経常外費用
　　　　経常外費用計 0 0 0 0
　　　　 当期経常外増減額 0 0 0 0
　　　　 他会計振替前当期一般正味財産増減額 △4,000,000 11,710,160 △1,646,342 6,063,818
　　　　 他会計振替額 4,000,000 △5,646,342 1,646,342 0
　　　　 当期一般正味財産増減額 0 6,063,818 0 6,063,818
　　　　 一般正味財産期首残高 0 158,313,563 233,100 158,546,663
　　　　 一般正味財産期末残高 0 164,377,381 233,100 164,610,481
Ⅱ  指定正味財産増減の部
　　　　 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0
　　　　 指定正味財産期首残高 0 0 0 0
　　　　 指定正味財産期末残高 0 0 0 0
Ⅲ  正味財産期末残高 0 164,377,381 233,100 164,610,481

科　　　　目

実施事業等会計

合    計法人会計
継１

その他会計

他１
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財務諸表に対する注記

１．継続事業の前提に対する注記
　　　無し

２．重大な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法
無し

　（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法
無し

　（３）固定資産の減価償却の方法
定率償還

　（４）引当金の計上基準
無し

　（５）消費税等の会計処理
無し

３．会計方針の変更
　　　無し

４．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

５．基本財産及び特定資産の財源等の内訳
　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

６．担保に供している資産
　　　無し

７．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

器具及び備品 99,360 99,359 1

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額

科目 当期末残高
（うち指定正味財産
からの充当額）

（うち一般正味財産
からの充当額）

当期末残高
基本財産 10,000,000 0 0 10,000,000

合計 10,000,000 0 0 10,000,000

（うち負債に
対応する額）

0

科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高

基本財産
　定期預金 10,000,000 0 10,000,000 0

合計 10,000,000 0 10,000,000

合計 198,720 198,718 2
器具及び備品 99,360 99,359 1
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８．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
　債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

９．保証債務等の偶発債務
　　　無し

10．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

11．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）
前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

12．基金及び代替基金の増減額及びその残高
　基金及び代替基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

13．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

14．関連当事者との取引の内容

役員の兼務等 事業上の関係

15．重要な後発事象
　　　無し

16．その他
　　　無し

合計

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益

科目 債権金額 貸倒引当金の当期末残高 債権の当期末残高

貸借対照表上の記載区分

合計

補助金等の名称 交付者

合計

内容 金額

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

関係内容 取引の
内容

取引金額
（単位：円）

科目 期首残高
（単位：円）

合計

属性
法人等
の名称

住所 資産総額
（単位：円）

事業の
内容

又は職業

議決権の
所有割合
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区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額
基本財産

定期預金 10,000,000 0 0 10,000,000

基本財産計 10,000,000 0 0 10,000,000
特定資産

0 0 0 0

特定資産計 0 0 0 0

目的使用 その他

0 0 0 0 0

科目 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高

附属明細書
１．基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

２．引当金の明細

（単位：円）
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場所・物量等 使用目的等 金額
（流動資産）

当座預金 青森銀行県庁支店　№3460 現金支払時口座 0

普通預金 青森銀行県庁支店　№34086 運転資金 254,320,924
青森銀行県庁支店　№3011754 運転資金 3,181,376
みちのく銀行青森支店　№9751785 運転資金 40,147,794
東北労働金庫青森支店　№4267947 運転資金 14,411
青森県信用組合中央支店　№4562401 運転資金 140,014,009

定期預金 青森銀行県庁支店　№3063927 運転資金 10,137,693
青森銀行県庁支店　№3063927 運転資金 10,134,797
みちのく銀行青森支店　№4776908 運転資金 10,000,000
みちのく銀行青森支店　№4778879 運転資金 10,000,000
東北労働金庫青森支店　№7697341 運転資金 10,000,000
青森県信用組合中央支店　№468188 運転資金 10,000,000

前払費用 令和５年度役員賠償責任保険料 保険料 197,100
令和５年度全国公益法人協会上半期分会費 負担金 36,000

未収収益 定期預金未収利息 年度末時点における 459
定期預金の未収利息

498,184,563
（固定資産）

基本財産 青森銀行県庁支店　№3063927 基本財産 10,000,000
結婚準備金 会員貸付残高 110,000
住宅資金 会員貸付残高 7,944,000
特別生活資金 会員貸付残高 4,150,000
生活資金 会員貸付残高 231,964,000
家族結婚資金 会員貸付残高 452,000
海外旅行貸付金 会員貸付残高 250,000
教育資金 会員貸付残高 33,944,000
学資資金 会員貸付残高 7,896,000
通勤定期券購入資金 会員貸付残高 0
器具及び備品 198,720
減価償却累計額 △ 198,718

296,710,002
794,894,565

（流動負債）
未払費用 3月分貸付保険料等 391,985
未払金 2.3月分カフェテリア助成金等 17,301,379

17,693,364
（固定負債）

積立掛金 612,590,720

612,590,720
630,284,084
164,610,481

財　産　目　録
令和５年３月３１日現在

（単位：円）
貸借対照表科目

流動資産合計

　　負債合計
　　正味財産

固定資産合計
　　資産合計

流動負債合計

固定負債合計
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